
現在、プロバイダーを運営している者です。

弊社では、会員のホームページ設置をサー

ビスの1つとして提供しています。しかし、

現在、一部のページで、明らかに違法コピ

ーと思われるデータや、限度を超えると思

われるわいせつな画像などを掲載している

ものを見かけるようになっています。

これらのデータを弊社で運営するサーバ

ーに置くのを放置していた場合、それらに

対して、なんらかの法的な措置が講じられ

たとして、それらの法的措置が弊社に及ぶ

リスクがあるのでしょうか？

もし、そうであれば、それらのデータを排

除するような措置をユーザーにとらねばいけ

ないのですが……。

A.

最近、ご質問のような事例が多発してお

り、各社とも対応に苦慮されています。ま

た、日本では、今のところ、実際の裁判例

はさほど多くはないのですが、米国では、

裁判例も相当集積されてきており、立法的

な解決も模索されています。以下に場合を

分けて、ご説明しましょう。

ケース1
第三者の著作権を侵害するデータや
画像が掲載されていた場合

（1） 著作権法上、著作権者は、「勝手に

俺の著作物をコピーするな！」とか「勝手

に俺の著作物を公衆に送信するな！」と言

える権利があるということは、以前に説明

しましたよね。前者の権利は「複製権」、

後者の権利は、有線電気通信に関しては

「有線送信権」、無線通信の場合には「放

送権」と呼ばれています。著作権者の許諾

を受けずに著作物をホームページ上に掲載

すれば、このうち「複製権」と「有線送信

権」の侵害が問題となるわけです。

（2）では、ホームページ上に著作物が掲載

された場合、誰が著作物をコピーしたり公

衆に送信したことになるのでしょうか？プ

ロバイダーの管理するサーバー上にデータ

や画像が蓄積されている以上、プロバイダ

ーが著作権侵害の責任を負うことになるの

でしょうか？

a．プロバイダーがあるユーザーからデー

タや画像が蓄積されているフロッピーディ

スクを受けとって、これを自分のサーバー

中の当該ユーザー用のスペースに蓄積した

場合には、「コピーしたり、公衆に送信し

たりしているのは、プロバイダーだ。だか

ら、プロバイダーが著作権侵害の責任を負

うべきだ！」等と言われる可能性は相当高

いでしょうね。そうすると、プロバイダー

は、著作権者から差し止めの請求を受け、

さらに、著作権侵害をしていることを知っ

ていたり、知らなかったことについて過失

があったりすれば、損害賠償の責任も負う

ことになってしまいます。

b． では、プロバイダーは単にサーバー

中の一定のスペースを貸しているだけで、

ユーザーがリモートアクセスして、自分で

データや画像をアップロードしている場合

はどうでしょうか（現在は、ほとんどの場

合、各社ともこのような方式をとっていま

す）。

この場合には、おそらく、「コピーしたり

公衆に送信したりしているのはユーザーで

あって、プロバイダーはスペースを貸すこ

とによって、それを事実上容易にしていた

にすぎない。特段の事情のない限り、プロ

バイダーが責任を負うことはない」と考え

られることになると思われます。[1] しかし、
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そうした問題があることを知っていたのに、

漫然と放置していた場合には、「プロバイ

ダーも共同して著作権侵害をしたことにな

る」[2] 等と主張される恐れは十分あります。

したがって、プロバイダーとしては、何ら

かの対策を講じておく必要があります。具

体的には、会員規約等で他人の著作権を

侵害するデータ等の掲載を禁止するのはも

ちろん、「著作権侵害を構成するものと疑

う合理的な理由があるものとプロバイダー

が判断した場合には、やむを得ずアクセス

制限をしたり、当該データ等を削除したり

することもある」旨を明らかにしておくべ

きでしょう。といっても、実際には、果た

して本当に著作権侵害を構成するものか否

かを判断するのはかなり困難だし、第三者

からクレームがあったからといって、直ち

にそのデータを削除してしまうのも、場合

によってはユーザーの表現の自由を不当に

奪うことになって、問題ですので、悩まし

いところではあります。[3] プロバイダーとし

ては、ユーザー向けのガイドラインを作成

するなどして、啓蒙活動に努め、ユーザー

による著作権侵害行為が生じないように十

分配慮するようにしておくのが適当であろ

うと思います（こうした方策をとることは、

ユーザーが、著作権法の理解不足から、意

図せずに著作権侵害の責任を問われること

がないように配慮することにもなりますよ

ね）。また、著作権者であると主張する者

から、クレームがあった場合には、真摯に

事実関係を確認し、合理的な疑いがある場

合には、一時的にアクセスを制限したりす

ることも検討する必要があります。[4]

脚注： [1] もっとも、Playboy Enterprises, Inc.

v. George Frena, 839 F.Supp.1552（M.D.Fla.

1993）では、原告であるPlayboy社が著作権を

有する画像データを、被告の運営する電子掲示

板の利用者が、電子掲示板に掲載した場合に、

被告が、著作権侵害の責任を負うものと判示さ

れています。裁判所は、被告が管理運営する電

子掲示板上に画像が掲載されている以上、被告

は、著作権の直接侵害の責任を負い、被告が

「著作権侵害の事実を知らなくとも問題ではない。

侵害の意図は、著作権侵害が認められるために必

要となるわけではない。意図または認識は、侵害の

要素ではない（…）」と判示しています。この判例

に対しては、批判も多く、Religious Technology

Center v. Netcom On-Line Communication

Services, Inc., 907 F. Supp. 1361（ N.D.Cal.

1995）においては、類似のケースにおいて、「あく

までもコピーを行っているのは、ユーザーであり、

ネットワーク運営者は、寄与侵害者としての責任

（すなわち、著作権侵害行為に手助けをしたこと

による責任）を負うことはあっても、直接侵害者

としての責任を負うものではない」という趣旨の

判断をしています。

[2] たとえば、著作権者（具体的には、その団

体である日本音楽著作権協会「JASRAC」）の

許諾を受けずにカラオケ店を経営していた者にカ

ラオケ機器をリースしていたリース業者が、著作

権侵害に基づく共同不法行為の責任を問われた

事例があります。もっとも、このケースでは、リ

ース料は、カラオケ店の収益に応じてその額が決

まる、いわゆるパーセンテージ・リースと呼ばれ

る方式で算定されることになっており、また、問

題のリース業者は、JASRACの許諾を受けずに

カラオケ店を経営することを支援していたような

状況もあったようで、特殊な事案と言えるかもし

れません。また、脚注1のNetcomの事件でも、

Netcomが侵害行為を認識しており、侵害行為に

実質的に関与していた場合には、寄与侵害の責

任を負うことはあり得る旨判示されています。

[3] こうした点を考慮して、米国では、ネット

ワーク運営者の責任を免除し、または、制限する

立法的な解決を図るべきである、との意見も主張

されています。しかし、Information Infrastructure

Task Force「IITF」のWorking Group onIntellec-

tual Property Rightsが、1995年9月に発表した

報告書においては、以下のような趣旨の報告がな

されています。

①免責や責任の限定を望むサービスプロバイダー

は、（a） システム上で流通する素材の量はあま

りに膨大であり、監視したり、審査したりするこ

とは不可能である、（b）監視しようとしても、侵

●インターネットにわいせつ画像を置いていたことで、
プロバイダーが書類送検された（1996年10月2日の
日本経済新聞より）。
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害物を識別することはできない、（c）サービスプ

ロバイダーを保護しなければ、情報の流通及び提

供が阻害される、（d）サービスプロバイダーに責

任を負わせれば、事業が成り立たなくなり、NII

も実現不可能となる、（e）利用者の行為につい

て責任を引き受けたサービスプロバイダーにのみ

責任を負わせるべきである、と主張している。

②しかしながら、写真の現像業者、書店、レコ

ードショップ、新聞の販売所、コンピュータソフ

トの販売店等も、実際にその取り扱う素材の内

容を吟味することはできないにもかかわらず、厳

格責任に服している。

③また、オンラインサービスプロバイダーは、侵

害の存在を通知された場合には、削除その他の適

切な措置を講ずることができる。

④オンラインサービスプロバイダーは、NIIの進展

に不可欠の役割を果たすものであるが、だからと

いって、著作権侵害の責任を免除したり、軽減

したりする理由とはならない。著作権侵害を行い、

または、著作権侵害を助長することなく、その役

割を果たすことは可能であるからである。

⑤オンラインサービスプロバイダーは、利用者と

営業上の関係を有しており、利用者を特定し、

利用者の活動内容を知り、さらに、利用者の違

法な行為を中止させ得る立場にある。おそらく、

オンラインサービスプロバイダーのみがそうした立

場にあるものと言えるであろう。たしかに、利用

者からの損失補償“indemnification”によって

は、十分な損害の補填をすることはできないかも

知れないし、その他の措置を講じようとすれば、

事業運営の費用を増加させることになるだろう。

しかし、オンラインサービスプロバイダーは、侵

害を防止し、侵害を中止させるうえで、著作権

者よりも有利な立場にある。こうした点を考慮す

ると、サービスプロバイダーに責任を負わせるの

が最良の政策である。

⑥サービスプロバイダーは、侵害行為により利益

を得ているのであって、責任を負わないものと議

論するのは困難である。

⑦The Working Groupは、NIIの環境下でのサー

ビスプロバイダーの責任を軽減するのは早計であ

ると考える。サービスプロバイダーの種類は多様

であり、一つのルールによって、対応することは

できない。事業者によっては、たとえば、電話会

社のように、単に、導管としてのサービスを提供

しているにすぎない場合もある。その場合には、

一般の運輸業と同様の立場に置かれていて、か

つ、人についても内容についてもコントロールで

きないのであれば、確かに免責の主張にも理由が

ある。暗号化された侵害物を知らずに送信した、

オンラインサービスプロバイダーの責任も同様に

考えることができる。

⑧責任を負担することを拒否することによって、

自らの責任の範囲を決定させることは、不公正で

あり、かつ、危険である。こうしたことを認めれ

ば、意図的な無視を助長することになってしまう。

[4] 当初はそうした事実を知らなかったとして

も、クレームがあった以降については、プロバイ

ダーに故意又は過失があると判断されて、それ以

降の損害の賠償を請求されることになってしまう

恐れもあります。

ケース2
他人を誹謗中傷する内容のメッセー
ジが掲載されていた場合

（1）「公然と事実を摘示し、人の名誉を

毀損した」場合には、名誉毀損罪として、

刑事責任を問われる恐れがあります。また、

名誉を毀損された人から、損害賠償の責任

が追及される恐れもあります。[5]

（2）もちろん、著作権侵害の場合と同様

に、プロバイダーの知らない間にユーザー

がリモートアクセスして、自分で問題のメ

ッセージを掲載していた場合には、プロバ

イダーが名誉毀損の責任を問われるものと

は考えがたいと思われますが、「名誉毀損

だ！」等とクレームを受けて、その事実を

知っているにもかかわらず、漫然と放置し

ていた場合には、名誉毀損を手助けしてい

ると見なされて、刑法上の「幇助罪」の責

任を問題とされたり、損害賠償を請求され

たりすることもあり得るので、注意が必要

です。[6]

脚注： [5] もっとも、「公共の利害に関する事

実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ること

にあった」と認められる場合であって、「真実で

あることの証明」があったときは、刑事責任を問

われないことになっています（刑法第230条の2）。

[6] 米国では、一般に、名誉毀損を構成する内

容の書籍を出版した者“publisher”は、無条件

で名誉毀損の責任を負うが、書店や図書館等の

書籍のディストリビューター“distributor”は、

名誉毀損が問題となっていることを認識し、また

は、認識すべき理由があった場合にのみ、名誉毀

損の責任を負うものと考えられています。これは、

ディストリビューターは、受動的な導管“conduit”

にすぎず、何らかの落ち度“fault”がなければ、

責任を負わせるのは適当でない、という考え方に

基づくものです。Stratton Oakmont, Inc.v.Prodigy

Servs.Co.,No.31063/94,LEXIS229,（Sup.Ct.

N.Y. May 24, 1995）においては、この法理に基づ

いて、ネットワーク運営者が名誉毀損の責任を負

うものと判示して話題になりました。この事件は、

Prodigyのネットワーク中の“Money Talk”とい

う電子掲示板に掲載された発言が、証券投資銀

行である原告の名誉を毀損するものであったとし

て、当該電子掲示板サービスを運営していた

Prod igy が訴えられたものです。裁判所は、

Prodigyが、電子掲示板の内容をコントロールし

ている旨表明していたこと、電子掲示板の内容を

チェックするためのソフトウェアやガイドライン等

により実際に内容をコントロールしていたこと、等

を強調して、Prodigyが出版社としての責任を負

うものと判示しています。一 方、日本では、

1994年に、NIFTY-serve中のあるフォーラムで、

会員Aが、会員Bから名誉を毀損する発言をされ

た、として、会員BとNIFTY-serveを提訴した

事件が起きました。原告側は、NIFTY-serveは、

原告の要請にもかかわらず、問題の発言を削除し

なかったこと等を理由として、NIFTY-serveは、

会員の安全に配慮すべき義務に違反している旨を

主張しているとのことです。裁判所がどのような

判断を示すか、注目されます。

ケース3
「わいせつ」[7]な画像が掲載されてい
た場合

（1）刑法上「わいせつな文書、図画その

他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳

列した者」は、わいせつ物頒布等の刑事上
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の責任を問われることになっています。日

本でも、今年の1月末に、ある大手プロバ

イダーのユーザーがわいせつな画像を掲載

していた、という理由から、そのユーザー

がわいせつ物公然陳列罪の容疑で逮捕さ

れ、プロバイダーの施設が家宅捜索された

事例があり、大変話題になりましたよね。

その後、多くのユーザーは、日本のサイト

上でわいせつ画像を掲載するのは問題があ

るということで、海外のプロバイダーのサ

イト上で問題となりそうな画像を掲載する

ようになり、日本のプロバイダーのサイト

上では、少なくとも、大っぴらにわいせつ

画像を掲載したりするような事例はかなり

減っては来ていました。しかし、どうもい

まだに、日本のプロバイダーのサイト上で

も、かなり危ない画像が掲載されているケ

ースが後を絶たないようです。[8]

（2）「わいせつ」な画像が掲載されたから

といって、具体的に誰かの権利を侵害した、

ということにはならないので、損害賠償の

責任を問われることはまず考えられないの

ですが、警察当局のほうは、インターネッ

ト上での「わいせつ」画像の掲載を相当問

題視しているようであり、積極的に捜査、

摘発に動いています。したがって、プロバ

イダーの施設が家宅捜索されるようなケー

スは、今後もあり得るのではないかと思わ

れます。家宅捜索の対象となった場合には、

突然捜査官がやってきて、大量に資料を持

っていったり[9]、担当者が長時間事情聴取

を受けたりと大変な不都合が生じますし、

「わいせつ」画像が掲載されているのを知り

ながら漫然と放置していた場合には、今度

は幇助罪の責任を問題とされることもあり

得るので、相当なリスクがあると言わざる

を得ません。

（3）では、どのような対策を講じておくべ

きなのでしょうか。

a．実際にそうした画像が掲載されてい

ることを知った場合に、ユーザーに対する

警告、データの削除、退会処分、その他

の合理的な対応を速やかに取っておけば、

幇助罪の責任を問われることは考えられな

いのですが、（a）そうした画像等が掲載さ

れていないかどうかを監視すべきかどうか、

（b）監視しておいた方がいいとしたら、ど

のような体制を取っておけばいいのかは、

かなり困難な問題です。警察の家宅捜索の

対象となったりすることを防ぐ意味からは、

できる限り子細に監視するようにするのが

適当なのでしょうが、実際上、日々更新さ

れる膨大なページをくまなくチェックする

のは不可能ですし、URLをユーザーが一般

に公開していないような場合には、電気通

信事業法上の「検閲の禁止」や「通信の

秘密の保護」[q]と抵触する疑いもあるので、

対応には、相当苦慮することになってしま

います。

b．しかし、そもそもプロバイダーは、自

分の施設上で、ユーザーが犯罪行為を行っ

ていることまで想定して、監視体制を取っ

ておくべきなのでしょうか？「家主は、借

主が部屋の中でなにか悪いことをしていな

いかどうか、始終のぞいてもいいんだ。の

ぞいていないと家主が幇助の責任を問われ

ることになる」とは、誰も思わないでしょ

う。逆にそんなことをすれば、プライバシ

ーの侵害が問題となったりしますよね。で

は、サーバーを貸しているにすぎないプロ

バイダーの場合は、家主の場合とどこが違

うんでしょうか？

●

今後、立法的解決、少なくとも、行政実務

上の明確化が強く望まれるところです。[w]

脚注： [7] 一体、「わいせつ」とはどういう意

味だという点まで考え出すと、表現の自由の問題

とも関連して極めて厄介な問題ですが、現在の警

察当局の取り締まりの状況からすると、いわゆる

「ヘアー」が写っているだけでは摘発せず、性器が

露出している場合などに限って問題としているよ

うです。

[8] 実際に、今年の9月末に、広島のあるプロ

バイダーが猥褻物公然陳列罪の容疑で書類送検

される事件が起きました。ただこの事件では、プ

ロバイダーが問題のページを、アクセス回数の多

いページとして紹介していたような事情があるよ

うであり、単に自社の管理するサーバー上に猥褻

画像データが蓄積されていたことのみを根拠とし

て、責任を問われたわけではないようです。

[9] 一部の報道によると、前記の大手プロバイ

ダーの家宅捜索の際には、警察当局は、サーバー

自体を押収しようとしたと言われています。もっ

とも、事情を説明のうえ、被疑者のデータをフロ

ッピーにコピーして提出することによって、了解

してもらったとのことでした。

[q] 電気通信事業法第3条には、「電気通信事

業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならな

い」と規定されており、同法第4条第1項には、

「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、

侵してはならない」と規定されております。

[w] 米国では、1996年2月8日に、いわゆる

1996 年通信品位法“Commun i c a t i o n s

Decency Act of 1996”が成立しましたが、この

法律には、18歳未満の者が受信することを知り

ながら、わいせつな“obscene”、または、淫ら

な“indecent”な画像等を送信したり、18歳未

満の者がアクセスしうることを知りながら、明ら

かに不快な“patently offensive”態様で性的行

為等を描写した画像等を表示することを禁止した

条項が含まれていました。この法律は、憲法上保

障された表現の自由を侵害するものとして、法案

の段階から問題とされていましたが、ペンシルバ

ニア州及びニューヨーク州の地方裁判所が、相次

いで、同法が憲法に違反するものである旨判決を

下し、注目を集めています。
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